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１．はじめに
人間は誰もがかけがえのない存在である。何もできなくても存在しているだけで，尊厳を有している存在である。存在していること自体に価値の高低はない。ただ，介護を必要としている人々は排泄や飲食，その他，日常生活のすべてにわたって自分でできる能力が低下しているだけにすぎない。とはいえ，「……にすぎない」と言い切ってしまえればそれでよいのだが，実際にはわれわれは自分では何もできない人を人間として低く見てしまう価値観や人生観を，無自覚的に自らのうちに取り入れてしまっている。そのため，自分ではもはや何もできなくなった，すべてを他人に頼らざるをえなくなったといった身体上の変化は，人間としての尊厳が守れないといった思いにたやすく直結してしまう。そうであるからこそ，介護職に携わる人々は他の職種にもまして，人間としての尊厳に向き合うことが求められるだろう。本稿では，お題目に掲げただけで終わってしまいがちな「人間の尊厳」について，西洋近代の代表的な哲学者であるカントを手がかりにして考えていきたい。
カントを手がかりにして介護を考えるにあたって，もう一つ取り上げたい観点がある。人間は他人がすでに存在している世界のなかへと生まれ出たのであり，本来，孤独な存在ではなく，他人との関わりのなかで生きている関係的存在である。介護という行為は関係的存在としての人間だからこそなすことができるし，また，なすべき行為である。このように考えたとき，カントは他人に対する義務として「善行（Wohltat，Wohltätigkeit）」を挙げているが，善行の一つとして介護という行為を例示できるのではないか。カントは介護の問題を主題的に論じていないし，それどころか，まったく考えてもいなかったであろうが，本稿ではこうした観点からもカントを手がかりにして介護という行為を哲学的に基礎づけていきたい。
２．人格と物件 －人間の尊厳について（１）－
カントが人間の尊厳について言及している一節をまず引用しておこう。
「人間性それ自体が尊厳である。なぜなら，人間はいかなる人からも（他人によっても，また自己自身によってさえも）単に手段としてだけ必要とされることはできず，常に同時に目的として必要とされねばならないからである。そしてこの点にこそまさに人間の尊厳（人格性）が存するのであり，そのことによって人間は……すべての物件を越えている。」（Ⅵ, 462）
物件とは理性を持たない存在者のことである。物件は価格を持つ。価格とは，ここでは他の等しい物と交換できることを指す。物件は価格といった相対的な価値を持つにすぎない。したがって，物件は手段として何らかの必要があるかぎり価値を有するが，手段としての利用価値がなくなれば，あるいはよりよいものが他に見つかれば，他のものに取って代えられることになる。
一方，人間のような理性的存在者を，カントは人格と名づける。人格としてみられた人間は，物件のように他の等しい物と交換することはできない。等しい物が存在しない以上，人格は価格を持たない。カントは，人格は他との比較を絶する絶対的価値，つまり尊厳を有するとみなし，人格が尊厳を有する根拠を自律に見いだしている。自律とはこの場合，理性が自らに対して法則を立てて，自らがそれに従うことを意味する。人格は自律の能力を持つ道徳的な主体であるゆえ，尊厳を有する。自律的主体である人格は，単なる手段として取り扱ってよいものではない。人格とは，存在すること自体が目的である存在者であるゆえ，いかなる行為にあっても常に同時に目的とみなされなければならない。そこでカントは次のように言い表す。
　　「自分の人格のうちにも他のあらゆる人の人格のうちにもある人間性を，自分が常に同時に目的として必要とし（brauchen），決して単に手段としてのみ必要としないように行為しなさい。」（Ⅳ, 429）
他人を目的自体とみなすことは，他人の目的をできるかぎり促進しようと努めることである。他人の目的を促進するためには，他人の目的を自分の目的としなければならない。もっとも，カントは他人を単に手段としてのみ必要とすることを戒めているのであって，他人を手段とするな，と述べているわけではない。われわれは社会生活を送っていくうえで，他人を自らの欲望充足のために利用したり，労働力として用いたりしている。他人を手段とすること自体は否定できない。これを否定してしまうと，社会生活は成り立たない。カントも他人を手段とすることを認めている。ただ，他人を単に手段としてのみ必要とするような関わり方を否定しているのである。他人は，単に私の欲望充足のための手段として，この世に存在しているわけではない。
他人を物扱いしないこと，あるいは単なる手段としないこと，と言葉で言うのは簡単だ。しかし，実際には決して容易なことではない。どうしても自分の欲望や利害などに重きを置いて物事を考えてしまい，ついつい他人を単なる手段としてしまう。だからこそ，先に引用したように「……行為しなさい」と，われわれは自らに命令しなければならないのである。
ところで，介護は介護者の側からみれば，介護する主体と介護される客体との間になされる行為である。そのかぎり，介護者と要介護者とは非対称的な関係にある。しかし，要介護者は介護されるという観点からみると客体であるが，要介護者もまた人格であり，それゆえ主体である。そうである以上，介護を行うにあたって，介護者が要介護者を，尊厳をもった人格とみなさずに，単なる物のように取り扱うことはむろん許されることではない。介護はあくまで，人格と人格との間で，言い換えれば主体と主体との間でなされる相互行為である。
だが，人格とみなすことは要介護者が置かれている状況，その人が体験している痛ましい事態を，自分や自分の家族（たとえば老いた両親）にも起こりうることとして受け止めることを介護者に強いてくる。それは老い・病い・死といった，人間である以上は誰もがたどらざるをえない過程を見つめることになるゆえ，苦悩を伴う。要介護者に関われば関わるほど，介護者の苦悩も深まることになる。一方，要介護者を物とみなしてしまえば，自分には関係のない他人事として切り離して捉えることもできるので，苦悩から逃れられるかもしれない。しかし，そうなると，介護という仕事が一連の機械的な作業になってしまう。それゆえ，要介護者が抱えている困難な状況を直視せず，要介護者を物とみなしているかぎり，思いやりのある介護はできない。カントも次のように述べている。
　　「どうしても抱かざるをえない，痛みの伴う共感を回避するために，病室や債務者監獄などに背を向けるといったことをしないことも，義務である。」（Ⅵ, 457）
３．他人に対する尊敬 －人間の尊厳について（２）－

　われわれはさまざまな観点から他人の評価を受けている。たとえば，仕事においては才能や勤勉さ，熟練度などの観点から，また日常会話などの場面においては機知やユーモア，感じのよさなどの観点から評価を受けている。カントは前者を市場価格，後者を愛好価格と名づける（Ⅳ, 434f.）。われわれは社会生活を送っていくうえで，仕事ができるか，おもしろい話ができるか，等々の社会的な利用価値といった観点から他の者から評価され，取り扱われている。そのかぎり，人間は尊厳を有するだけでなく，代替可能という意味での価格をも持った存在である。このこと自体を否定することはできない。しかし，一人の人間の社会的な利用価値と，その人の人格的な尊厳とは何の関係もないことだ。
ただし，ここで注意しておかなければならないことがある。社会的利用価値と人格的な尊厳といった語句を並べて対比すれば，「利用価値」という語に抵抗を感じて，われわれは「何の関係もない」と容易に結論づけるであろう。ところが，その人が何をしてきたか，または何ができるかといった社会的貢献度と，その人に対する尊敬との関係についてはどうであろうか。ともすれば，両者は結びつけられてしまう。というのも，「尊敬する」という語はふつう，ある人の人柄や行為などを，自分自身や他の人と比べて優れていると評価したときに使われる言葉だからである。しかし，カントによれば，尊敬とはわれわれ自身の価値と他人の価値との比較から生まれてくる感情ではない。
「本性上，私に責務を課せられている唯一の尊敬は，法則一般に対する尊敬である」（Ⅵ, 467f.）とカントは言う。ここで言う法則とは，理性的存在者である人間であれば誰に対してもあてはまり，誰もが行為する際に従わなければならない法則，つまり道徳法則を指している。道徳法則を具現しているような有徳な人間に対して，われわれは法則の実例を見た思いになり，尊敬の念を抱く。もっとも，カントによれば，人間は本来，道徳的存在者であるゆえ，善へのあらゆる素質をことごとく失ってしまうようなことはありえない（Ⅵ，464）。道徳法則を尊敬することは，道徳的存在者としてのあらゆる人間を尊敬することである。
人間であるかぎり，誰もがいかなる等価物も持たない絶対的価値を有する存在である。そして，このことを承認することが，カントが言う尊敬である。言い換えれば，人が存在していることそれ自体が，その人がどんな人であれ，その人のかけがえのなさを承認することをわれわれに要求するのであり，この承認が尊敬である。尊敬とは他人に対する価値評価のことではなく，他人の存在を承認することである。カントに従えば，尊敬はあらゆる人間に対して必ず示さなければならない完全義務である（Ⅵ, 462）。
　なお，社会に対して負の貢献をしてきた人，つまり悪人や犯罪者はどのように取り扱われることになるであろうか。これは非常に厄介な問題であるが，悪徳を非難するにあたっても，その非難は悪人を完全に軽蔑したり，悪人のあらゆる道徳的価値を剥奪したりするまでにいたってはならない。悪徳な人間であっても，人間たる資格において尊敬すべきである（Ⅵ, 463）。カントのこうした主張は，介護の問題を考えるうえでも重要である。つまり，要介護者と介護者とは，一方が介護を必要とする人間であり，他方がそれに応える知識や技術などを有している人間である，という一点において関わり合う。要介護者がたとえ悪人とみなされるような人間であっても，そのことでもって介護されるに値しない人間となるわけではない。
４．他人に対する義務としての介護
　カントは『人倫の形而上学』のなかで他人に対する不完全義務である愛の義務を，善行，感謝，同情の三つに区分して論じているが，以下では特に善行について詳しく言及したい。不完全義務とは実行すれば功績として認められるが，実行しなくても責任を問われることがないような行為を指す。他人に対する不完全義務としての善行は介護の思想的基盤を考えるうえで示唆に富む。カントは善行について次のように言っている。
　　「善行，すなわち見返りを期待することなしに，自分の能力に応じて，困っている他人の幸福を促進することは，あらゆる人間の義務である。」（Ⅵ, 453）
義務とは，カントによれば「いやいや採用された目的への強要」（Ⅵ, 386）である。自己の幸福は誰もが欲していることであるゆえ，自己の幸福を目的とすることをことさら義務とする必要はない。それに対して，他人の幸福を促進することは，いやいやながらであっても私の目的として実現に努めなければならない義務である。カントは，同じ地域に住む同じ人間同士が相互に助け合うことは人間としての普遍的な義務だと考えている（Ⅵ, 453）。相互援助とは「平等の原理」（Ⅵ, 451）であり，この原理に基づき，われわれは必要であれば他人からの善行や援助を受け取ることができるのである。
その際，他人から援助してもらいたければ自らも他人を援助せよ，といった損得勘定から，カントは他人への援助を説いているように理解してしまうと，彼の真意を見誤ってしまうだろう。たしかにカントの論述には，損得や利害を語っているかにみえる箇所がある。たとえば，誰もが他人の幸福を世話するという心情を持ったならば，各人の福祉は他人によって配慮されることになり，誰も損害を被らないだろう，といった旨を述べている箇所がある（ⅩⅩⅦ, 422f.）。しかし，これは結果としてこうなることを示しているだけであり，そこにカント自身の真意を読み取ることはできない。
カントのこうした言説から，「なぜ介護をするのか」という問いに対する一つの答えを引き出すことができる。それは，要介護者も同じ人間だから，その一言に尽きる。同じ人間が介護を必要としているならば，介護を行うことは義務である。介護者が要介護者と向き合うのは介護者としての職務上の必要からであるにしても，介護行為それ自体は，人間が同じ人間に行う義務なのである。ただ単に介護者としての職務から介護するのであれば，要介護者は介護者の職務を果たすための単なる手段になってしまうだろう。義務といっても不完全義務を指しているが，本稿では介護を人間としての義務と捉えたい。
われわれは同じ人間として，相互に助け合うように結びつけられている。相互援助・相互依存の網の目のなかで，われわれは生活をしている。すべてを他人に依存して生活することもまた，一つの生き方である。介護することが義務であるならば，介護されることは当然受け取ることができる権利である。もっとも，介護されることは当然の権利だといっても，一方が他方を介護することによって成り立つ人間関係は，どうしても介護する側が優位に立つ非対称的な関係になってしまう。介護者が恩着せがましい振る舞いをするなどして，要介護者に自らを卑下した感情を引き起こさせてしまったならば，もはや介護とは言えないだろう。それゆえ，介護を受けた人が屈辱を感じないようにすること，その人に自分自身に対する尊敬を保持するようにさせることもまた，義務である（vgl.Ⅵ, 448f.）。

カントに従えば，善行は相手を卑下させないよう，隠れて行うことが望ましい。隠れて行うことが実際には不可能ならば，他人が善行を受け入れてくれたことで，自分のほうが責務を課せられた，あるいは名誉を与えられたと受け止めなければならない。自分が他人に援助できるような恵まれた境遇にいることには何の必然性もない。自分が恵まれた境遇を手にすることによって，不遇を甘受せざるを得ない人がどこかにいるかもしれない。恵まれている人が不遇な人に援助したからといって，善行の名に値するわけではない（Ⅵ, 453f.）。むしろ，われわれは何らかの点で人類に対して常に負い目を負っている（Ⅴ, 155 Anm.）。他人への援助が義務なのは，恵まれた境遇にある者が背負わねばならない負債だからである。カントはこう言っている。
　　「惨めな思いをしている人に善行をする場合，われわれはその人に理由もなしに何かを与えるのではない。そうではなく，その人に与えるのは，われわれがその人から普遍的な不正義によって奪い去る手助けをしてしまったものである。……したがって，善良な行為でさえ，他人の権利に由来する義務と負債とから生じた行為である。」（ⅩⅩⅦ, 416）
　ところで，他人に対する善行や援助とは，他人の幸福の実現を単に願うことではなく，それらが実現できるように実際に何らかの具体的な行為を起こすことである。行為を起こせば，他人が置かれている困難な状況に巻き込まれ，さまざまな負担やリスクを自らに強いることにもなる。だが，負担やリスクを引き受けないかぎり，他人に対する善行や援助をなし遂げることはできない。われわれは誰しも具体的な行為を起こすことが求められているわけだが，その際，カントに従えば，次の二つのことに注意しておかなければならない。
まず，善行を自己犠牲的な行為としてはならないということである。他人に対する善行が義務だからといって，ついには自分が他人からの善行を必要とするほどまでに自らの資産や能力を使い果たすべきではない（Ⅵ, 454）。自らの資産や能力をどの程度まで他人のために費やすかについては，状況に応じてさまざまに異なるであろう。だが，もし誰もが自分の幸福を犠牲にしてまで他人の幸福を促進しようとすれば，いつまで経っても誰の幸福も実現することはないゆえ，自己矛盾に陥ってしまう。もちろん，他人のために自らの資産や能力を何も差し出さないことは義務に反する。しかし，すべてを差し出して自らの生命を危険にさらす極端な自己犠牲的な行為がわれわれに課せられているわけでもない。カントが義務として考えているのはあくまで，「返礼を望むことなく，他人のために私の福祉の一部を犠牲にすべきである」（Ⅵ, 393）ということである。
次に注意しておかなければならないのは，善行を他人の自由を奪う押しつけがましい行為としてはならないということである。カントによれば，自分自身の幸福観に従って，まるで父親のように世話するならば，相手のことをどんなに世話しても，善行とは決していえないし，相手の人権を補償することにもならない（Ⅵ, 454）。カントはここで「まるで父親のように」という語句を用いている。父親が我が子のことを思って子供に干渉するように他人の自由に干渉することはパターナリズムと呼ばれ，今日，批判されているが，カントはすでにパターナリズム批判を語っているのである。
パターナリズムが批判されるのは，どのようなあり方が幸福であるのかが善行をなす側の価値判断に基づいて決定されてしまうからである。善行を受ける側は幸福を享受する当事者であるにもかかわらず，当事者の価値観や意向は考慮されない。と同時に，善行を受ける側が自由を奪われるような状態にありながら，善行をなす人に我が身を委ねることに進んで同意することにも問題がある。カントは自己決定を放棄した同意を，「人間性の放棄の最たるもの」（Ⅵ, 454）と批判している。
パターナリズム批判から帰結することは，善行を受ける側の当事者としての自己決定を尊重することである。自己決定は善行を受ける側，行う側の双方が尊重しなければならない。自己決定の尊重については今日さまざまな場面で語られるようになったが，カントも次のように述べ，自己決定を尊重すべきことを示唆している。
　　「私は私の幸福観に従っては，（未熟な子供や精神障害者は別にして）誰にも対しても善行をなしえない。むしろ，私が善行を示そうと思っている当の人の幸福観に従ってなら，善行をなすことができる。」（Ⅵ, 454）
　どのような状態が幸福であるかは，人によってさまざまに異なる。善行は私の幸福観ではなく，相手の幸福観に従ってなされなければならない。むろん，相手が幸福な状態と考えていても，私が幸福とみなさいことについては，私はこれを拒むことができる。相手はそれを私に要求する権利はない（Ⅵ, 388）。こう言ってしまうと，幸福観や価値観の相違だけが前面に出た論述になってしまうが，ここで肝要なことは，自己決定の尊重とはどんな主張でも受け入れることを意味しているのではない，ということである。パターナリスティックな善行ではなく，相手の自己決定を尊重した善行が望ましいのは言うまでもないが，実際の個々の場面においては問題点も数多く残る。ただ，いかなる場合であっても，善行は相手の人生や運命に深く関与していくという側面を有する。
５．結びにかえて
　カントは愛の義務として，善行のほかに感謝と同情を挙げているが，最後に同情について簡単に触れ，この稿を終えることにしたい。
冒頭の節で述べたように，人間は本来的には孤独な存在ではなく，関係的存在である。生きるということは社会のなかで生きるということであり，いかなる行為も他人との関わりのなかにあらざるを得ない。ここには関わる，関わらないといった選択の余地はない。他人と関われば，その人が置かれている状況や運命に自ずと巻き込まれることになる。他人の運命に巻き込まれることは，関係的存在としての人間の当然のあり方である。カントも，他人の運命に対する積極的な同情（Teilnehmung，関与）を義務だとみなしている（Ⅵ, 457）。彼は端的にこう言っている。
　　「人間らしさ（Menschlichkeit）とは，他人の運命に同情すること〔関与すること〕である。他人の運命に対していかなる同情もしないならば，人間とはいえない。」（ⅩⅩⅦ, 419）
　介護は他人，つまり要介護者やその家族と感情を共有し，運命に関与することによって続けることができる行為である。他人の運命に積極的に関与し，その人の生き方を支援していく介護という行為は，優れて人間的な行為にほかならない。
註）　カントからの引用・参照箇所は，アカデミー版カント全集の巻数と頁数を本文中に記した。
PAGE  
- 38 -

